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参考資料：地区計画に関わる都市計画法及び都市計画運用指針 

１．地区計画の対象区域（法第 12 条の５第１項第２号及び都市計画運用指針） 

イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域 

ａ 市街化調整区域における、20ｈａ以上（産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増進に著しく寄与する開発行

為にあっては５ｈａ以上）の一団の開発行為であって、市街化区域における市街化の状況等からみて当該都市計画区域におけ

る計画的な市街化を図る上で支障がなく、かつ、計画の内容、地権者の合意等の状況から判断して確実に実施されると見込まれ

るものに関する事業 

この場合において、「一団」とは、隣接又は近接して複数の計画的な開発が行われ、それらが相互に連携し、一体的でより良

好な環境の市街地の形成が図られると認められる場合が含まれる。なお、ここでいう「近接」とは、複数の開発区域の間に道

路、小規模な公園等の公共施設が介在する場合を意味している。 

また、「産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増進に著しく寄与する開発行為」とは、原則としてアに掲げ

る開発行為であって、イに掲げる考え方を基本とするものであることが望ましい。 

ア 次に掲げる開発行為 

ⅰ 主として住宅の建築の用に供する目的で行われる次に掲げる開発行為 

ｱ) 主として地域住民の居住の用に供する目的で行われるもの 

ｲ) 人口の流出による地域社会の停滞等を防止するため新規住民の積極的な導入及び定着を図ることを目的として行われる

もの 

ｳ) ｱ)及びｲ)に掲げるもののほか、地域の経済社会活動の活性化、地域社会の整備発展等に著しく寄与すると認められるもの

であって、例えば、主として住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行われる開発行

為と一体として行われるものその他鉄道若しくは軌道の駅、大学等の公共公益施設又は地域の振興に寄与すると認められ

る工場、研究所等の新設、増設等に関連してこれらの施設と一体的な整備を図ることを目的として行われるもの 

ⅱ 主として住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行われ、かつ、法律に基づき又は地方

公共団体により策定された地域の振興又は発展を図るための計画と内容、位置、規模等の整合が図られている開発行為 

イ 次に掲げる開発行為に係る考え方 

ⅰ 市街化区域又は市街化調整区域内の既成市街地若しくはこれに準ずる既存集落（以下「市街化区域等」という。）に隣接し、

又は近接する地域において行われるものであること。 

なお、「これに準ずる既存集落」とは、鉄道若しくは軌道の駅又は市町村役場、区役所若しくはこれらの支所等の公共施設が

存する既存集落を指している。 

ただし、次のような場合には、例外として取り扱って差し支えない。 

ｱ) 市街化区域等に隣接し、又は近接する地域に優良な農用地等が集団的に存在し、かつ、その外延部に遊休地等が存在する

場合であって、当該遊休地等を活用することがその地域の土地利用上適切と認められる場合 

ｲ) 工場の移転跡地等の既存の宅地を活用する場合 

ｳ) 研究施設等の特別な施設で、その施設の性格から市街化区域等に隣接し、又は近接する地域への設置を求めることが適当

でないと認められるものの設置を目的とする場合 

ⅱ 開発区域の周辺の区域において、開発行為に伴い必要となる適正な配置及び規模の道路、義務教育施設、水道等の公共公益

施設があること（当該開発行為と併せてこれらの公共公益施設の増改築等が行われることにより、適正な配置及び規模の公

共公益施設を備えることが確実と認められる場合を含む。）。 

ⅲ 市街化区域において行われないことについて相当の理由があると認められること。ただし、これは、法第 34 条第 14 号の

「市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」と同程度の判断を求めるものではない。 

２) 「事業が行われる」の判断は、事業の実施に当たり必要な農地転用許可等の許認可について関係行政機関と調整が了され

ている等により事業の実施が確実であると認められる段階を意味する。 
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ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設

の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの 

１) 家屋等の建築物が無秩序に集合又は点在している一団の土地の区域で、区域内の道路の配置又は幅員の状況、建築物の

立地動向からみて、不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの。 

２) 幹線道路沿道に面する一宅地の区域で、建築物の立地の動向、既存宅地の存在状況、周辺の土地利用の状況からみて、建

築物の用途又は形態等が無秩序となるおそれがあり、不良な街区の環境の形成を防止する措置を講ずる必要があると認め

られるもの。 

３) 上記以外の土地の区域であって、当該区域内における道路等の公共施設の整備状況、建築物の立地動向から見て、建築物

の建築又はその敷地の造成が行われることが十分に予想される条件を備えている上、建築物の用途又は形態等が無秩序と

なるおそれがあり、特に不良な街区の環境の形成を防止する措置を講ずる必要があると認められるもの。 

また、この場合の地区計画の区域は、不良な街区の環境の形成を防止する観点から必要不可欠な範囲とし、いたずらに規

模を広くとることのないように配慮することが望ましい。なお、区域区分を行う都市計画区域において、地区計画を市

街化区域に隣接する区域に定めようとする場合は、当該区域を市街化区域に編入することの妥当性についても検討する

ことが望ましい。 

 

ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域 

住宅の連たんする街区により構成され、良好な居住環境を既に有している都市的な市街地であって、主として農林漁業者

以外の者が居住する住宅市街地の土地の区域であり、集落地域整備法（昭和 62 年法律第 63 号。以下「集落法」という。）に

規定する｢集落地域｣に加え、農山漁村の既存集落は含まれないものであること。 

また、区域区分を行う都市計画区域においては、区域区分が行われる前から既に健全な住宅市街地として存在していた土地の

区域に限られるものであること。 

 

 

２．都市計画の提案制度（都市計画運用指針） 

（１）都市計画の提案制度の基本的考え方 

近年、まちづくりへの関心が高まる中で、都市計画への関心も高まり、住民やまちづくりＮＰＯ等が主体となったまちづくり

に対する多くの取組が見受けられるようになった。法第 21 条の２から第 21 条の５まで及び第 75 条の９に規定する都市計画の

提案制度は、住民等が行政の提案に対して単に受身で意見を言うだけではなく、より主体的かつ積極的に都市計画に関わってい

くことを期待し、また可能とするための制度として創設されたものである。これは、都市計画制度の沿革の中で、まちづくりの

きっかけを誰がつくるのかというイニシアティブを行政のみならず住民等もとることが可能となったという点で画期的な変革

と位置付けられる。  

提案制度は、これを契機として、まちづくりや都市計画に対する住民の関心を高め、主体的かつ積極的な住民参加が促される

ものであり、この制度の普及や積極的な活用を図ることを手段として、まちづくりへの住民参加の在り方自体をより実質的なも

のへと高めていくことが期待されている。例えば、住民に最も身近な都市計画である地区計画制度と提案制度をあわせて活用す

ることにより、身近な生活環境に対する住民の意向を地区計画の提案という形で行政に示すことも可能となるなど、こうした取

組によって、まちづくり全体の有様についてより広範に住民の合意形成が図られることも期待されるものである。また、都市計

画協力団体として市町村長に指定された住民団体、商店街組合等については、良好な住環境を維持するための地区計画など、身

の回りの課題に対処する小規模な計画提案も可能である。  

制度の運用に当たっては、このような制度の趣旨を十分踏まえ、住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進するための取

組を行うとともに、住民等からの発意を積極的に受け止めていく姿勢が望まれるものである。 
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（２）都市計画の提案制度の運用に当たり留意すべき事項について 

１）提案権者の範囲について 

都市計画の提案制度においては、当該提案に係る土地の所有者等、まちづくりＮＰＯ等に加え、独立行政法人都市再生機構、

地方住宅供給公社、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団

体、都市緑化支援機構のほか、都市計画協力団体として市町村長に指定された住民団体、商店街組合等についても、提案を行う

ことができる（都市緑化支援機構は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の提案に限る。）こ

ととされている。  

これは、地域住民等のまちづくりの動きを都市計画に積極的に取り込むとともに、必要な場合に機動的な都市計画の決定又は

変更がなされるよう、都市計画の決定又は変更に関し民間のイニシアティブを認め、まちづくりの推進に関する民間の経験と知

識をより積極的に取り込む観点から、認めているものである。 

２）提案の要件等 

都市計画の素案の内容は、法第 13 条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることとされて

いるが（法第 21 条の２第４項第１号）、ここでいう「その他の法令に基づく都市計画に関する基準」には、法第６条の２第３項

（都市計画区域マスタープラン）、第７条の２第２項（都市再開発方針等）等のほか、再開発法第３条（第一種市街地再開発事

業の施行区域の要件）等の法以外の法令に定めるものも含まれるものである。 

提案を行う際に添付する都市計画の素案としては、都市計画の種類、名称、位置及び区域（市街地開発事業に関するものにあ

っては、施行区域）その他の都市計画決定権者が都市計画の案を作成するために必要な事項が具体的に記載され、かつ、その土

地の区域が明確に示された平面図等が作成されることが必要であるが、一方、都市計画の素案は、都市計画の案を作成するに際

して必要な程度に具体的に記載されていれば足りるものであることから、必要以上に詳細な記載を求めるべきでないことに留意

すべきである。 

なお、都市計画決定権者が提案を踏まえて都市計画の決定又は変更をするか否かについて判断するに際し必要がある場合は、

提案を行った者に対し、資料の提出その他必要な協力を要請することは妨げられないものである。都市計画の提案は、原則とし

て０.５ha 以上の一団の土地の区域について行うことができることとされている（令第 15 条）。このように、提案制度は、基本

的には、一団の土地の区域におけるまちづくりの提案を想定している制度であり、当該区域内におけるまちづくりに必要な土地

利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のそれぞれを提案することが可能である。 

都市計画決定権者は、特に必要があると認められるときは、条例で、区域又は提案に係る都市計画の種類を限り、０.１ha 以

上０.５ha 未満の範囲内で、提案に係る規模を別に定めることができることとされているが（令第 15 条）、これは、地域によっ

ては０.５ha 以下の小規模な土地の区域を対象とした都市計画事業や地域地区等もあり得ることから、これらの現況や将来の見

通し等を勘案して、特に必要があると認めるときには、当該区域に係る提案について規模要件を引き下げることができることと

しているものである。令第 15 条に定める条例については、このような趣旨を踏まえて定めるべきである。なお、都市計画協力

団体による都市計画の提案については、提案制度の面積要件（０.５ha）が課されていない。 

提案に当たっては、提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の３分の２以上の同意を得たことを

証する書類を添えることとされているが（規則第 13 条の４第１項第２号）、これについては、都市計画決定権者が当該提案が土

地所有者等の３分の２以上の同意を得たものであると判断できるもので足り、当該書類としてどのようなものを求めるかについ

ては、都市計画決定権者の判断に委ねられているものである。 



 

  



 

  



 

 


